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○白鷹町個人情報保護条例 

平成１５年１２月２５日 

条例第２８号 

改正 平成１６年１２月２４日条例第３３号 

平成１７年３月２５日条例第１号 

平成２７年９月２５日条例第２３号 

平成２８年３月２５日条例第４号 

平成２９年３月２４日条例第１０号 

平成２９年６月２６日条例第１４号 

目次 

第１章 総則（第１条・第２条） 

第２章 実施機関が取り扱う個人情報の保護（第３条―第１０条） 

第３章 個人情報の開示請求等（第１１条―第２５条の２） 

第４章 審査請求等（第２５条の３―第２８条） 

第５章 罰則等（第２９条―第３４条の２） 

第６章 補則（第３５条―第４０条） 

附則 

第１章 総則 

（目的） 

第１条 この条例は、個人情報（個人情報に該当しない特定個人情報を含む。以下

この条において同じ。）の保護及び適正な取扱いについての基本的事項を定める

とともに、実施機関が保有する個人情報に対する開示及び訂正等の請求の権利を

保障することにより、個人の権利利益を保護することを目的とする。 

（定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めると

ころによる。 

（１） 個人情報 個人に関する情報であって、次のいずれかに該当するものを

いう。ただし、事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。 

ア 当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等（文書、図画若しくは
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電磁的記録（電磁的方式（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によって

は認識することができない方式をいう。）で作られる記録をいう。以下同じ。）

に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表さ

れた一切の事項（個人識別符号（行政機関の保有する個人情報の保護に関す

る法律（平成１５年法律第５８号）第２条第３項に規定する個人識別符号を

いう。以下同じ。）を除く。）をいう。以下同じ。）により特定の個人を識

別することができるもの（他の情報と照合することができ、それにより特定

の個人を識別することができることとなるものを含む。） 

イ 個人識別符号が含まれるもの 

（２） 要配慮個人情報 本人の人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、

犯罪により害を被った事実その他本人に対する不当な差別、偏見その他の不利

益が生じないようにその取扱いに特に配慮を要するものとして実施機関が定め

る記述等が含まれる個人情報をいう。 

（３） 実施機関 町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、

固定資産評価審査委員会、議会及び病院事業管理者をいう。 

（４） 公文書 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写

真、フィルム及び電磁的記録であって、当該実施機関が保有しているものをい

う。 

（５） 特定個人情報 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利

用等に関する法律（平成２５年法律第２７号。以下「番号法」という。）第２

条第８項に規定する特定個人情報をいう。 

（６） 情報提供等記録 番号法第２３条第１項及び第２項（これらの規定を番

号法第２６条において準用する場合を含む。第２５条の２において同じ。）に

規定する記録に記録された特定個人情報をいう。 

（７） 電子計算機 与えられた一連の処理手順に従い、事務を自動的に処理す

る電子計算機器の組織をいう。 

（８） 個人情報の開示 実施機関がこの条例の規定により個人情報を閲覧に供

し、又はその写しを交付することをいう。 

第２章 実施機関が取り扱う個人情報の保護 



3/19 

（実施機関等の責務） 

第３条 実施機関は、この条例の目的を達成するため、個人情報（個人情報に該当

しない特定個人情報を含む。以下この条において同じ。）の保護に関し必要な措

置を講じなければならない。 

２ 実施機関の職員は、職務上知り得た個人情報を正当な理由なく他人に知らせ、

又は職務以外の目的で持ち出し、若しくは利用してはならない。その職を退いた

後も同様とする。 

（町民の責務） 

第４条 町民は、個人情報の保護の重要性を認識し、自己に関する個人情報の適切

な管理に努めるとともに、他人の個人情報の取扱いに当たっては、他人の権利利

益を侵害することのないよう努めなければならない。 

（個人情報取扱事務の登録及び閲覧） 

第５条 実施機関は、個人情報を取り扱う事務（以下「個人情報取扱事務」という。）

を新たに開始しようとするときはあらかじめ、次に掲げる事項を個人情報取扱事

務登録簿（以下「登録簿」という。）に登録し、一般の閲覧に供しなければなら

ない。 

（１） 個人情報取扱事務を所管する組織の名称 

（２） 個人情報取扱事務の名称 

（３） 個人情報取扱事務の目的 

（４） 個人情報の対象者の範囲 

（５） 個人情報の記録項目 

（６） 個人情報に要配慮個人情報が含まれるときは、その旨 

（７） 個人情報の収集先 

（８） その他規則で定める事項 

２ 実施機関は、前項の規定により登録した個人情報取扱事務を変更し、又は廃止

したときは、速やかに、当該個人情報取扱事務の登録を修正し、又は抹消しなけ

ればならない。 

３ 実施機関は、前２項の規定にかかわらず、緊急かつやむを得ないときは、個人

情報取扱事務を開始し、又は変更した後に、登録簿への登録又は登録の修正をす
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ることができる。この場合において、実施機関は、速やかに登録又は登録の修正

をしなければならない。 

４ 実施機関は、前３項の規定により登録又は登録の修正若しくは抹消をしたとき

は、その旨を白鷹町情報公開・個人情報保護審査会（以下「審査会」という。）

に報告しなければならない。 

５ 前各項の規定は、実施機関の職員（地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）

第３条に規定する一般職及び特別職の職員をいう。以下同じ。）又は職員であっ

た者に係る個人情報取扱事務については、適用しない。 

（特定個人情報保護評価） 

第５条の２ 実施機関は、特定個人情報保護評価に関する規則（平成２６年特定個

人情報保護委員会規則第１号）第７条第４項の規定に該当する場合においては、

審査会の意見を聴くものとする。 

（収集の制限） 

第６条 実施機関は、個人情報を収集するときは、個人情報取扱事務の目的を明確

にし、当該目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ適正な手段により行

わなければならない。 

２ 実施機関は、個人情報を収集するときは、本人から収集しなければならない。

ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。 

（１） 本人の同意があるとき。 

（２） 法令又は他の条例（以下「法令等」という。）に定めがあるとき。 

（３） 出版、報道等により、公にされているとき。 

（４） 個人の生命、身体、健康、財産又は生活を保護するため、緊急かつやむ

を得ないと認められるとき。 

（５） 所在不明、心身上の障害等により、本人から収集することが困難である

とき。 

（６） 国若しくは他の地方公共団体（以下「国等」という。）又は他の実施機

関から収集する場合で、相当な理由があると認められるとき。 

（７） 前各号に掲げるもののほか、審査会の意見を聴いた上で、公益上特に必

要があり、かつ、本人の権利利益を不当に侵害しないと実施機関が認めるとき。 
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３ 実施機関は、前項第４号又は第７号の規定により、本人以外の者から個人情報

を収集したときは、速やかにその旨及び当該個人情報に係る取扱目的を本人に通

知しなければならない。ただし、審査会の意見を聴いた上で本人に通知する必要

がないと認めたときは、この限りでない。 

４ 実施機関は、要配慮個人情報（本人の信条及び社会的身分が含まれる個人情報

に限る。）を収集してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するとき

は、この限りでない。 

（１） 法令等に定めがあるとき。 

（２） 審査会の意見を聴いた上で、個人情報取扱事務の目的を達成するため当

該要配慮個人情報が必要であり、かつ、欠くことができないと実施機関が認め

るとき。 

（特定個人情報以外の個人情報の目的外利用及び外部提供の制限） 

第７条 実施機関は、個人情報取扱事務の目的の範囲を超える個人情報（特定個人

情報を除く。以下この条において同じ）の利用（以下「目的外利用」という。）

又は実施機関以外の者への個人情報の提供（以下「外部提供」という。）をして

はならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。 

（１） 本人の同意があるとき。 

（２） 法令等に定めがあるとき。 

（３） 出版、報道等により、公にされているとき。 

（４） 個人の生命、身体、健康、財産又は生活を保護するため、緊急かつやむ

を得ないと認められるとき。 

（５） 当該実施機関内で利用する場合又は国等若しくは他の実施機関に提供す

る場合で、相当な理由があると認められるとき。 

（６） 前各号に掲げるもののほか、審査会の意見を聴いた上で、公益上特に必

要があり、かつ、本人の権利利益を不当に侵害しないと実施機関が認めるとき。 

２ 実施機関は、前項第４号又は第６号の規定により個人情報の目的外利用又は外

部提供（以下「目的外利用等」という。）をしたときは、速やかにその旨及びそ

の目的を本人に通知しなければならない。ただし、審査会の意見を聴いた上で本

人に通知する必要がないと認めたときは、この限りでない。 
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３ 実施機関は、外部提供をする場合において、必要があると認めるときは、外部

提供を受ける者に対し、当該個人情報の利用の目的若しくは方法について制限を

課し、又はその適正な取扱いについて必要な措置を講ずるように求めなければな

らない。 

（特定個人情報の利用の制限） 

第７条の２ 実施機関は、特定個人情報を取り扱う事務における特定個人情報の利

用目的以外の目的のために特定個人情報（情報提供等記録を除く。）を自ら利用

してはならない。 

２ 前項の規定にかかわらず、実施機関は、個人の生命、身体又は財産の保護のた

めに必要がある場合であって、本人の同意があり、又は本人の同意を得ることが

困難であっても、利用目的以外の目的のために特定個人情報を利用することがで

きる。ただし、特定個人情報を利用目的以外の目的のために自ら利用することに

よって、本人又は第三者の権利利益を不当に侵害するおそれがあると認められる

ときは、この限りでない。 

（情報提供等記録の利用の制限） 

第７条の３ 実施機関は、利用目的以外の目的のために情報提供等記録を自ら利用

してはならない。 

（特定個人情報の提供の制限） 

第７条の４ 実施機関は、番号法第１９条各号のいずれかに該当する場合を除き、

特定個人情報を提供してはならない。 

（電子計算機の結合の制限） 

第８条 実施機関は、法令等に定めがあるとき又は公益上必要があり、かつ、個人

情報の保護に関し必要な措置が講じられていると認められるときを除き、実施機

関以外の者が保有する電子計算機と実施機関の電子計算機の結合による個人情報

の提供を行ってはならない。 

（適正管理） 

第９条 実施機関は、その保有する個人情報（個人情報に該当しない特定個人情報

を含む。以下この項及び次項において同じ。）の改ざん、漏えい、滅失及び毀損

の防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならな
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い。 

２ 実施機関は、個人情報取扱事務の目的の達成に必要な範囲内で、個人情報を正

確かつ最新なものに保つよう努めなければならない。 

３ 実施機関は、保有する必要がなくなった個人情報を、確実に、かつ、速やかに

廃棄し、又は消去しなければならない。ただし、歴史的又は文化的な資料として

特別に保有される個人情報については、この限りでない。 

（委託に伴う措置等） 

第１０条 実施機関は、個人情報取扱事務を実施機関以外のものに委託するときは、

個人情報の保護のために、個人情報取扱事務の委託を受けた者（以下「受託者」

という。）のとるべき措置を明らかにし、契約書等に明示しなければならない。 

２ 受託者は、実施機関から委託を受けた個人情報取扱事務（以下「受託事務」と

いう。）の範囲内で、個人情報の保護について実施機関と同様の義務を負うもの

とする。 

３ 前項の受託事務に従事している者又は従事していた者は、その受託事務に関し

て知り得た個人情報を正当な理由なく他人に知らせ、又は不当な目的に利用して

はならない。 

第３章 個人情報の開示請求等 

（個人情報の開示請求） 

第１１条 何人も、実施機関に対し、当該実施機関が保有する公文書に記録されて

いる自己に関する個人情報（個人情報に該当しない特定個人情報を含む。次条か

ら第２０条までにおいて同じ。）の開示の請求（以下「開示の請求」という。）

をすることができる。 

２ 次の各号に掲げる者（以下「法定代理人等」という。）は、本人に代わって当

該各号に定める区分に応じ、開示請求をすることができる。 

（１） 未成年者又は成年被後見人の法定代理人その他実施機関が特別の理由が

あると認める者の代理人 自己に係る個人情報（特定個人情報を除く。） 

（２） 未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理

人 自己に係る特定個人情報 

３ 死者の個人情報は、次の各号のいずれかに該当する者に限り開示請求をするこ
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とができる。ただし、当該死者の個人情報に個人番号（番号法第２条第８項に規

定する個人番号をいう。）が含まれる場合にあっては、この限りでない。 

（１） 死者の法定代理人であった者 

（２） 相続人（財産、不法行為による損害賠償請求権その他の被相続人である

死者からの相続を原因として取得した権利義務に関する情報に限る。） 

（３） 死者の配偶者等（配偶者（婚姻の届出をしてないが事実上婚姻関係と同

様の事情にある者を含む。）及び２親等以内の血族その他これに準ずる者とし

て規則で定める者。）であった者（相続以外の原因により取得した権利義務に

関する情報に限る。） 

（４） 前３号に掲げる者のほか、実施機関が審査会の意見を聴いた上で開示請

求を認めた者 

（開示請求の手続） 

第１２条 開示請求をしようとする者は、実施機関に対して、次に掲げる事項を記

載した請求書を提出しなければならない。ただし、実施機関があらかじめ定めた

個人情報について本人が開示請求をしようとするときは、口頭により、開示請求

を行うことができる。 

（１） 氏名及び住所 

（２） 開示請求をしようとする個人情報を特定するために必要な事項 

（３） 前２号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項 

２ 開示請求をしようとする者は、実施機関に対し、自己が当該開示請求に係る個

人情報の本人又はその法定代理人等であることを証明するために必要な書類で実

施機関が定めるものを提出し、又は提示しなければならない。 

（個人情報の開示） 

第１３条 実施機関は、開示請求があったときは、開示請求に係る個人情報に次の

各号に掲げる情報（以下「不開示情報」という。）のいずれかが含まれていると

きを除き、開示請求をした者（以下「開示請求者」という。）に対し、当該個人

情報を開示しなければならない。 

（１） 法令等の定めにより開示してはならないこととされている情報 

（２） 開示請求者以外の個人に関する情報（事業を営む個人の当該事業に関す
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る情報を除く。）であって、開示することにより、当該開示請求者以外の個人

の権利利益を害するおそれがあるもの 

（３） 法人（国等を除く。）その他の団体に関する情報又は開示請求者以外の

事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、開示することにより、当該

法人その他の団体又は当該事業を営む個人の競争上の地位、財産権その他正当

な利益を害するおそれがあるもの 

（４） 個人の評価、診断、判定、指導、相談、推薦、選考等に関する個人情報

であって、開示することにより、個人情報取扱事務の適正な執行に著しい支障

が生ずるおそれがあるもの 

（５） 町政執行に関する個人情報であって、次に掲げるもの 

ア 国等との間における協議、依頼、委任等により実施機関が作成し、又は取

得した個人情報であって、開示することにより、国等との協力関係又は信頼

関係が著しく損なわれるおそれがあることが明らかであるもの 

イ 実施機関内部若しくは実施機関相互間又は実施機関と国等との調査、研究、

審議、検討、協議等に関する個人情報であって、開示することにより、意思

決定の中立性が不当に損なわれるおそれがあることが明らかであるもの 

ウ 監査、検査、契約、争訟、交渉、試験、調査、研究、人事管理その他の実

施機関が行う事務事業に関する個人情報であって、開示することにより、当

該事務事業若しくは将来の同種事務事業の目的を失わせ、又はこれらの事務

事業の公正かつ円滑な執行を妨げるおそれがあることが明らかであるもの 

（６） 開示することにより、人の生命、身体又は財産の保護、犯罪の予防その

他公共の安全の確保と秩序の維持に支障が生ずるおそれがあることが明らかで

あるもの 

（７） 法定代理人等による開示請求がなされた場合であって、開示することが

本人の利益に反すると認められるとき。 

（個人情報の一部開示） 

第１４条 実施機関は、開示請求に係る個人情報に不開示情報とそれ以外の個人情

報とがある場合において、不開示情報に係る部分とそれ以外の部分とを容易に、

かつ、開示請求の趣旨が損なわれることがない程度に分離できるときは、当該不
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開示情報に係る部分を除いて、個人情報を開示しなければならない。 

（個人情報の存否に関する情報） 

第１５条 実施機関は、開示請求者に対し、当該開示請求に係る個人情報が存在し

ているか否かを答えるだけで不開示情報を開示することとなるときは、当該個人

情報の存否を明らかにしないで当該開示請求を拒否することができる。 

（開示請求に対する決定等） 

第１６条 実施機関は、開示請求があったときは、当該開示請求を受理した日の翌

日から起算して１４日以内（特定個人情報に係る開示請求にあっては、開示請求

があった日から３０日以内。白鷹町の休日を定める条例（平成元年条例第４０号）

第１条に規定する本町の休日は、当該期間に算入しない。次条及び第２４条第１

項において同じ。）に、次の各号のいずれかの決定（以下「開示等の決定」とい

う。）をし、速やかに書面により通知しなければならない。 

（１） 個人情報の全部開示 

（２） 個人情報の一部開示 

（３） 個人情報の全部不開示 

（４） 前条の規定による開示請求の拒否 

２ 実施機関は、開示請求に係る個人情報の全部又は一部を開示しないときは、前

項の書面にその理由を付記しなければならない。この場合において、当該理由が

なくなる時期をあらかじめ明示することができるときは、その時期を付記しなけ

ればならない。 

３ 実施機関は、第１２条第１項ただし書の規定による口頭による開示請求があっ

たときは、前項の規定にかかわらず、直ちに、当該開示請求に係る個人情報の開

示をするものとする。 

（開示等の決定の期限の特例） 

第１７条 実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由により、前条第１項に

規定する期間内に開示等の決定をすることができないときは、同項に規定する期

間を開示請求を受理した日の翌日から起算して３０日（特定個人情報に係る開示

請求にあっては、開示請求があった日から６０日）を限度として延長することが

できる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、期間内に開示等の
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決定をすることができない理由及び延長する期間を同項に規定する期間内に、書

面により通知しなければならない。 

（第三者保護に関する手続） 

第１８条 実施機関は、個人情報の全部又は一部開示の決定をするに当たって、開

示請求に係る個人情報に国等及び開示請求者以外の者（以下「第三者」という。）

に関する情報が含まれている場合は、当該第三者の意見を聴くことができる。 

２ 実施機関は、前項の意見を聴いた場合において、当該第三者に関する情報が含

まれている個人情報の全部又は一部開示の決定をしたときは、当該第三者に対し、

その旨を書面により通知しなければならない。 

３ 実施機関は、前項の場合において、当該第三者の意見に反して個人情報の全部

又は一部開示の決定をしたときは、当該決定と開示を実施する期日との間に相当

の期間を確保するよう努めるものとする。 

（開示の実施） 

第１９条 実施機関は、個人情報の全部又は一部開示の決定をしたとき（前条第３

項の場合を除く。）は速やかに、開示請求者に対し当該個人情報の開示をしなけ

ればならない。 

２ 実施機関は、開示請求に係る個人情報を直接開示することにより、当該個人情

報が汚損し、若しくは破損されるおそれがあるとき又は個人情報の一部を開示す

るときその他相当の理由があるときは、当該個人情報の写し又は当該個人情報か

ら出力し、若しくは採録したものにより開示することができる。 

３ 第１２条第２項の規定は、個人情報の開示を受ける者について準用する。 

（個人情報の訂正請求） 

第２０条 何人も、開示を受けた自己に関する個人情報に事実の誤りがあると認め

るときは、実施機関に対し、その訂正（追加及び削除を含む。以下同じ。）の請

求（以下「訂正請求」という。）をすることができる。 

２ 第１１条第２項及び第３項の規定は、訂正請求について準用する。 

（個人情報の削除請求） 

第２１条 何人も、開示を受けた自己に関する個人情報（特定個人情報を除く。次

条において同じ。）が第６条の規定に違反して収集されたと認めるときは、実施
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機関に対し、その削除の請求（以下「削除請求」という。）をすることができる。 

２ 第１１条第２項及び第３項の規定は、削除請求をしようとする者について準用

する。 

（目的外利用等の中止の請求） 

第２２条 何人も、開示を受けた自己に関する個人情報について、第７条の規定に

違反する目的外利用等があると認められるとき若しくはそのおそれがあると認め

るときは、実施機関に対して、目的外利用等の中止の請求（以下「目的外利用等

の中止請求」という。）をすることができる。 

２ 実施機関は、前項の規定に基づき、目的外利用等の中止請求がなされたときは、

第２４条の規定により、当該請求に対する可否の決定を行うまでの間、当該個人

情報の目的外利用又は外部提供を一時停止しなければならない。ただし、一時停

止によって、実施機関の正当な職務遂行に著しい支障を生じる場合は、この限り

でない。 

３ 実施機関は、前項ただし書の規定により一時停止をしなかったときは、その事

実を速やかに審査会に報告しなければならない。 

４ 第１１条第２項の規定は、目的外利用等の中止請求について準用する。 

（特定個人情報の利用停止請求） 

第２２条の２ 何人も、開示を受けた自己に関する特定個人情報（情報提供等記録

を除く。以下この条において同じ。）について、次の各号のいずれかに該当する

と認められるときは、当該特定個人情報を保有する実施機関に対し、当該各号に

定める措置を請求することができる。 

（１） 当該特定個人情報を保有する実施機関により適法に取得されたものでな

いとき、当該特定個人情報の利用の目的の達成に必要な範囲を超えて保有され

ているとき、第７条の２の規定に違反して利用されているとき、番号法第２０

条の規定に違反して収集され、若しくは保管されているとき、又は番号法第２

９条の規定に違反して作成された特定個人情報ファイル（番号法第２条第９項

に規定する特定個人情報ファイルをいう。）に記録されているとき 当該特定

個人情報の利用の停止又は消去 

（２） 第７条の４の規定に違反して提供されているとき 当該特定個人情報の
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提供の停止 

２ 第１１条第２項の規定は、前項の規定による利用の停止、消去又は提供の停止

（以下「利用停止」という。）の請求（以下「利用停止請求」という。）につい

て準用する。 

（訂正請求等の手続） 

第２３条 第２０条から前条までの規定により訂正請求、削除請求、目的外利用等

の中止請求又は利用停止請求（以下「訂正請求等」という。）をしようとする者

は、実施機関に対して、次に掲げる事項を記載した請求書を提出しなければなら

ない。 

（１） 氏名及び住所 

（２） 訂正請求等をしようとする個人情報（個人情報に該当しない特定個人情

報を含む。ただし、削除請求又は目的外利用等の中止請求にあっては特定個人

情報を、利用停止請求にあっては情報提供等記録を除く。第２５条において同

じ。）を特定するために必要な事項 

（３） 訂正、削除、目的外利用等の中止又は利用停止を求める内容 

（４） 前３号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項 

２ 訂正請求等をしようとする者は、実施機関に対し、その請求の内容が正当であ

ることを証明する書類等を提出し、又は提示しなければならない。 

３ 第１２条第２項の規定は、訂正請求等をしようとする者について準用する。 

（訂正請求等に対する決定等） 

第２４条 実施機関は、前条第１項に規定する請求書を受理したときは、受理した

日の翌日から起算して１４日以内（特定個人情報に係る請求にあっては、請求が

あった日から３０日以内）に、当該請求に応じるか否かの決定をし、速やかにそ

の旨を書面により請求者に通知しなければならない。 

２ 第１６条第２項及び第１７条の規定は、訂正請求等に対する決定について準用

する。 

（決定後の手続） 

第２５条 実施機関は、前条の規定により訂正請求等に応じる旨の決定をしたとき

は、速やかに請求に応じなければならない。この場合において、個人情報（情報
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提供等記録を除く。）の外部提供を受けている者があるときは、その旨を通知す

る等必要な措置を講じなければならない。 

（情報提供等記録の提供先等への通知） 

第２５条の２ 実施機関は、訂正決定に基づき実施機関が保有する情報提供等記録

の訂正の実施をした場合において、必要があると認めるときは、総務大臣及び番

号法第１９条第７号に規定する情報照会者若しくは情報提供者又は同条第８号に

規定する条例事務関係情報照会者若しくは条例事務関係情報提供者（当該訂正に

係る番号法第２３条第１項及び第２項に規定する記録に記録された者であって、

当該実施機関以外のものに限る。）に対し、遅滞なく、その旨を書面により通知

するものとする。 

第４章 審査請求等 

（審理員による審理手続に関する規定の適用除外） 

第２５条の３ 開示等の決定、第２４条第１項の決定又は開示請求若しくは訂正請

求等に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法（平成２６年法律

第６８号）第９条第１項の規定は、適用しない。 

（審査請求があった場合の手続） 

第２６条 実施機関は、開示等の決定、第２４条第１項の決定又は開示請求若しく

は訂正請求等に係る不作為について、行政不服審査法の規定に基づく審査請求が

あったときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、審査会に諮問（議会

にあっては、意見を聴取）しなければならない。 

（１） 審査請求が不適法であり、却下する場合 

（２） 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る個人情報の全部

を開示することとする場合（第三者から当該個人情報の開示について反対の意

思を表示した書面が提出されている場合を除く。） 

（３） 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る個人情報の訂正

をすることとする場合 

（４） 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る個人情報の削除

をすることとする場合 

（５） 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る個人情報の目的
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外利用等の中止をすることとする場合 

（６） 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る特定個人情報の

利用停止をすることとする場合 

２ 前項の規定による諮問は、行政不服審査法第９条第３項において読み替えて適

用する同法第２９条第２項の弁明書の写しを添えてしなければならない。 

３ 第１項の規定により諮問した実施機関は、第１項の規定による答申又は意見の

報告を受けたときは、これを尊重して、速やかに審査請求に対する裁決を行い、

審査請求人に通知しなければならない。 

（是正の申出） 

第２７条 何人も、自己に関する個人情報の取扱いが第６条から第９条まで及び第

１０条第１項の規定に違反していると認めるときは、実施機関に対し、その取扱

いの是正の申出（以下「是正の申出」という。）をすることができる。 

２ 是正の申出をしようとする者は、実施機関に対し、次に掲げる事項を記載した

請求書を提出しなければならない。 

（１） 氏名及び住所 

（２） 是正の申出をしようとする個人情報を特定するために必要な事項 

（３） 是正を求める内容及び理由 

（４） 前３号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項 

３ 第１１条第２項及び第１２条第２項の規定は、是正の申出について準用する。 

４ 実施機関は、是正の申出があった場合は、遅滞なく必要な調査を行い、その結

果（当該是正の申出の趣旨に沿った処理を行わない場合にあっては、その理由を

含む。）を当該是正の申出をした者に対し、書面で通知するものとする。 

５ 実施機関は、前項に規定する場合において、必要があると認めるときは、審査

会の意見を聴くことができる。 

６ 第４項の規定による通知を受けた者は、当該通知の内容に不服があるときは、

実施機関に対し、再調査の申出をすることができる。 

７ 第２項から第４項までの規定は、前項の再調査の申出について準用する。 

８ 是正の申出に対する処理を行ったときは、審査会に報告しなければならない。 

（苦情の処理） 
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第２８条 実施機関は、個人情報（個人情報に該当しない特定個人情報を含む。）

の取扱いに関する苦情があったときは、適切かつ迅速に処理するよう努めなけれ

ばならない。 

第５章 罰則等 

（罰則） 

第２９条 実施機関の職員若しくは職員であった者又は第１０条第２項の受託事務

に従事している者若しくは従事していた者が、その事務に関して知り得た個人情

報（個人情報に該当しない特定個人情報を含む。第３２条及び第３４条において

同じ。）を、自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用し

たときは、１年以下の懲役又は５０万円以下の罰金に処する。 

第３０条 実施機関の職員がその職権を濫用して、専らその職務の用以外の用に供

する目的で個人の秘密に属する事項が記録された公文書を収集したときは、１年

以下の懲役又は５０万円以下の罰金に処する。 

第３１条 受託者の代表者又はその代理人、使用人その他の従業員が第２９条の罪

に該当したときは、その行為者を罰するほか、受託者を１００万円以下の罰金に

処する。 

第３２条 第２９条に規定する個人情報の提供を受けた者は、１年以下の懲役又は

５０万円以下の罰金に処する。 

第３３条 前条の規定は、白鷹町以外においてその罪を犯した者にも適用する。 

（過料） 

第３４条 偽りその他不正な手段により、開示決定に基づく個人情報の開示を受け

た者は、５万円以下の過料に処する。 

（適用除外） 

第３４条の２ 番号法第９章の規定に定めのあるものについては同章の規定を適用

し、第２９条から前条までの規定は、適用しない。 

第６章 補則 

（出資法人等の個人情報保護） 

第３５条 町が出資金その他これに準ずるものの２分の１以上を出資している法人

及び白鷹町公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例（平成１６年条例第
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２号）第７条の規定により協定を締結した指定管理者（以下「出資法人等」とい

う。）は、この条例の趣旨にのっとり個人情報（個人情報に該当しない特定個人

情報を含む。）の保護を行うため必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 

２ 実施機関は、出資法人等に対し、前項に定める必要な措置を講ずるよう指導に

努めるものとする。 

（手数料等） 

第３６条 この条例の規定による個人情報の閲覧に要する手数料は、無料とする。 

２ この条例の規定による個人情報の写しの交付を受ける者は、規則で定めるとこ

ろにより、当該個人情報の写しの作成及び送付に要する費用を負担しなければな

らない。 

（他の制度との調整） 

第３７条 この条例は、次に掲げる個人情報については、適用しない。 

（１） 統計法（平成１９年法律第５３号）第２条第６項に規定する基幹統計調

査及び同条第７項に規定する一般統計調査に含まれる個人情報 

（２） 統計法第２４条第１項の規定により総務大臣に届け出られた統計調査に

係る調査票情報に含まれる個人情報 

（３） 図書、資料、刊行物等（以下「図書等」という。）を閲覧に供し、又は

貸し出すことを目的とする施設において、当該目的のために管理されている図

書等に記録されている個人情報 

２ 法令等（白鷹町情報公開条例（平成１２年条例第１号）を除く。）の規定によ

り、自己に関する個人情報（特定個人情報を除く。以下この項において同じ。）

の開示又は訂正等その他個人情報に関する手続の定めがあるときは、当該法令等

の定めるところによる。 

（国等との協力） 

第３８条 町長は、個人情報の保護を図るため必要があると認めるときは、国等に

対して適切な措置を講ずるよう協力を求めるものとする。 

（実施状況の公表） 

第３９条 実施機関は、毎年１回、この条例の運用状況について町民に公表しなけ

ればならない。 
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（委任） 

第４０条 この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が別に定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成１６年４月１日から施行する。ただし、第５条第４項中審査

会に報告することに関する部分又は第６条第２項第７号、同条第３項、同条第４

項第２号、第７条第１項第６号及び同条第２項中審査会の意見を聴くことに関す

る部分の規定は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例の施行の際、現に行われている個人情報取扱事務については、第５条

第１項の規定中、「個人情報を取り扱う事務（以下「個人情報取扱事務」という。）

を新たに開始しようとするときはあらかじめ、」とあるのは「現に行われている

個人情報を取り扱う事務（以下「個人情報取扱事務」という。）については遅滞

なく、」と読み替えて適用する。 

（関係条例の廃止） 

３ 白鷹町電子計算機処理に係る個人情報の保護に関する条例（平成８年条例第２

０号）は、廃止する。 

附 則（平成１６年１２月２４日条例第３３号）抄 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（平成１７年３月２５日条例第１号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（平成２７年９月２５日条例第２３号） 

（施行期日） 

１ この条例は、平成２８年１月１日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規

定は、当該各号に定める日から施行する。 

（１） 第５条の次に１条を加える改正規定 公布の日 

（２） 第７条の次に３条を加える改正規定（第７条の４に係る部分に限る。） 

平成２７年１０月５日 
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（３） 第２５条の次に１条を加える改正規定 行政手続における特定の個人を

識別するための番号の利用等に関する法律（平成２５年法律第２７号）附則第

１条第５号に掲げる規定の施行の日 

（経過措置） 

２ この条例の施行前の行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

（白鷹町印鑑条例の一部改正） 

３ 白鷹町印鑑条例（昭和５１年条例第２号）の一部を次のように改正する。 

〔次のよう〕略 

附 則（平成２８年３月２５日条例第４号）抄 

（施行期日） 

１ この条例は、平成２８年４月１日から施行する。 

附 則（平成２９年３月２４日条例第１０号） 

この条例は、平成２９年５月３０日から施行する。 

附 則（平成２９年６月２６日条例第１４号） 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例の施行の際、現に改正後の白鷹町個人情報保護条例（以下「改正後条

例」という。）第２条第３号に規定する実施機関が保有している個人情報であっ

て、改正後条例第２条第２号に規定する要配慮個人情報を含むものについての改

正後第５条第１項の規定の適用については、同項中「新たに開始しようとすると

きはあらかじめ」とあるのは、「現に行っているときは、白鷹町個人情報保護条

例の一部を改正する条例（平成２９年条例第１４号）の施行後遅滞なく」とする。 

（白鷹町印鑑条例の一部改正） 

３ 白鷹町印鑑条例（昭和５１年条例第２号）の一部を次のように改正する。 

〔次のよう〕略 

 


